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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者（３）と対話して、前記使用者が抵抗荷重（７）の力を克服して事前設定経路に
沿って運動を行うことができるように構成されたフィットネス用具（２）を備える、フィ
ットネスエクササイズの実行を補助する装置（１）であり、
　前記フィットネス用具（２）が、
　　　－フレームと、
　　　－前記フレームと可動的に結合されて、前記抵抗荷重（７）を形成する重りのスタ
ックと、
　　　－ケーブル（１９、３３）によって前記抵抗荷重（７）に接続されると共に前記抵
抗荷重（７）を克服して経路に沿って前記使用者（３）によって移動可能である少なくと
も１つの移動要素（８）と、
　を備える前記装置において、
　　　－前記使用者（３）の前記運動を表す信号を提供するように構成された感知手段（
４）と、
　　　－前記フィットネスエクササイズの実行の際に前記使用者（３）に信号を送信する
フィードバック手段（５）と、
　　　－前記感知手段（４）及び前記フィードバック手段（５）に接続されて、前記使用
者の前記運動を表す前記信号と正確に実行された前記フィットネスエクササイズに対応す
る前記使用者（３）の前記運動の理想的パターンを表す事前決定基準パターンとの間の比
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較に基づいて、前記フィットネスエクササイズの実行の正確性に関するリアルタイムのフ
ィードバックを前記使用者（３）に提供するプロセッサ（６）と、
　を組み合わせて備える、
　装置において、
　－前記感知手段（４）が、連続的な一連の時点において前記フィットネスエクササイズ
を実行する前記使用者の姿勢を表す信号を感知するように構成され、
　－前記フィードバック手段（５）が、前記プロセッサ（６）によって生成された駆動信
号に応じて画像を表示する画面（１０）を備え、
　－前記プロセッサ（６）が、エクササイズパターンを表す少なくとも１つの事前決定評
価パラメータによって前記一連の時点において採用された値に基づいて、感知信号と前記
事前決定基準パターンとを比較するようにプログラムされ、前記プロセッサ（６）が、
　　　前記感知信号に関する前記評価パラメータの値と前記基準パターンに関する前記評
価パラメータの対応する値との間の差が、事前決定許容範囲限界よりも小さいかまたはこ
れに等しい場合に、前記基準パターンに基づいたグラフィック要素なしに前記使用者の実
際の姿勢に対応する前記使用者のグラフィック表示を含み、
　　　前記差が前記事前決定許容範囲限界よりも大きい場合に、前記差が生じた人体の部
位を指示するために、前記基準パターンに基づいたグラフィック要素によって修正された
前記使用者のグラフィック表示を含む、
　ように前記駆動信号を生成するようにプログラムされることを特徴とする、
　装置。
【請求項２】
　前記プロセッサ（６）が、前記使用者によって取られた前記姿勢を表す第一の評価パラ
メータによって連続的な時点において採用された値と、前記使用者が前記運動を実行する
速度を表す第二の評価パラメータによって前記一連の時点において採用された値とに応じ
て、前記感知信号を前記事前決定基準パターンと比較するように構成されることを特徴と
する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記使用者の前記修正されたグラフィック表示が、前記差が生じた前記人体の前記部位
に彩色することまたはハイライトすることを含むことを特徴とする、
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記使用者の前記修正されたグラフィック表示が、少なくとも前記差が生じた前記使用
者の人体の前記部位において、前記使用者の前記表示に加えて、前記基準パターンに応じ
た前記使用者の理想的姿勢を表すグラフィック要素を含むことを特徴とする、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記駆動信号が、前記使用者の右手及び左手の順方向運動の状態及び順方向運動の速度
を視覚的に示すようにそれぞれ構成された、右手充満バー（１５ｃ）と左手充満バー（１
５ｄ）とを含むことを特徴とする、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記駆動信号がさらに、前記基準パターンに応じて、前記使用者の右手及び左手の順方
向運動の理想的状態及び順方向運動の理想的速度を視覚的に示すようにそれぞれ構成され
た、右手基準充満バー（１５ａ）と左手基準充満バー（１５ｂ）とを含むことを特徴とす
る、
　請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記プロセッサ（６）が、最適に実行された前記フィットネスエクササイズに対応する
前記使用者（３）の前記運動を表す信号を記憶して、この信号を前記基準パターンとして
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設定するように構成されることを特徴とする、
　請求項１～６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　フィットネス用具（２）を用いて、フィットネスエクササイズを実行する使用者（３）
を補助する方法であって、
　前記フィットネス用具（２）が、フレームと、前記フレームと可動的に結合されて抵抗
荷重（７）を形成する重りのスタックと、ケーブル（１９、３３）によって前記抵抗荷重
（７）に接続されると共に前記抵抗荷重（７）を克服して事前設定経路に沿って前記使用
者（３）によって移動可能である少なくとも１つの移動要素（８）とを備える、
　前記方法が、
　　　－前記使用者（３）が前記フィットネスエクササイズを実行するときの前記使用者
（３）の運動を表す信号を感知するステップと、
　　　－前記使用者（３）の前記運動を表す前記信号を、正確に実行された前記フィット
ネスエクササイズに対応する前記使用者（３）の前記運動の理想的パターンを表す事前決
定基準パターンとリアルタイムに比較するステップと、
　　　－前記比較の結果に応じて、前記フィットネスエクササイズの実行の正確性に関す
る信号をリアルタイムに前記使用者（３）に送信するステップと、
　を含む、
　方法において、
　前記使用者（３）の前記運動を表す信号を感知する前記ステップが、前記使用者が前記
フィットネスエクササイズを実行する間の連続的な一連の時点において、前記使用者の姿
勢を表す信号を捕捉するステップを含み、
　感知信号と前記事前決定基準パターンとの間の前記比較が、エクササイズパターンを表
す少なくとも１つの事前決定評価パラメータによって前記一連の時点において採用された
値に基づき、
　信号を送信する前記ステップは、画像が、
　　　前記感知信号に関する前記評価パラメータの値と前記基準パターンに関する前記評
価パラメータの対応する値との間の差が、事前決定許容範囲限界よりも小さいまたはこれ
に等しい場合に（またはその限りにおいて）、前記基準パターンに基づいたグラフィック
要素なしに、前記使用者の現実の姿勢に対応する前記使用者のグラフィック表示を含み、
　　　前記差が前記事前決定許容範囲限界よりも大きい場合に、前記差が生じた人体の部
位を指示するために、前記基準パターンに基づいたグラフィック要素によって修正された
前記使用者のグラフィック表示を含む、
　ように前記比較に応じて画像を表示するステップを含むことを特徴とする、
　方法。
【請求項９】
　前記感知信号と前記事前決定基準パターンとの間の前記比較が、前記感知信号に関して
前記一連の時点において前記評価パラメータによって採用された前記値と、前記事前決定
基準パターンに関して前記一連の時点において前記評価パラメータによって採用された対
応する値とを比較することによって、前記使用者が取った姿勢を表す第一評価パラメータ
と前記使用者の運動の速度を表す第二評価パラメータとに応じて行われることを特徴とす
る、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記使用者の修正表示を表示するために、前記比較に応じて前記感知信号及び前記基準
パターンを処理するステップを含み、
　前記修正表示が、
　　　前記事前決定許容範囲限界を超える差が生じた前記人体の前記部位の彩色またはハ
イライト、及び、
　　　少なくとも前記差が生じた前記使用者の人体の前記部位において、前記使用者の前
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記グラフィック表示に実質的に重ねられた、前記基準パターンに応じた前記使用者の理想
的姿勢を表すグラフィック要素、
　を含む、
　請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記使用者の前記グラフィック表示に加えて、
　　　前記使用者の右手及び左手の順方向運動の状態及び順方向運動の速度を視覚的に示
すようにそれぞれ構成された、右手充満バー（１５ｃ）及び左手充満バー（１５ｄ）、及
び、
　　　前記基準パターンに応じて、前記使用者の右手及び左手の順方向運動の理想的状態
及び順方向運動の理想的速度を視覚的に示すようにそれぞれ構成された、右手基準充満バ
ー（１５ａ）及び左手基準充満バー（１５ｂ）、
　の両方または一方を表示するステップを含む、
　請求項８～１０のいずれか一項に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィットネスエクササイズの実行を補助する装置及び方法、及び使用者によ
るフリーボディフィットネスエクササイズの実行を補助する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　先行技術において、使用者によるフィットネスエクササイズの実行を可能にするように
設計されたフィットネス用具が知られている。
【０００３】
　これらの用具のあるものは、抵抗重りと、重りに接続された移動要素とを備え、人体の
複数の筋肉を鍛える複数のフィットネスエクササイズの実行を可能にする。他の用具は、
事前決定された運動を実行しかつ人体を抵抗荷重として使用することによって使用者がト
レーニングできるように、束縛を形成する。
【０００４】
　例えば、本発明と同じ出願者に対して与えられた特許文献１は、フレームと、フレーム
に固定された複数の滑車と、滑車の周りに設置されたケーブルと、ケーブルのそれぞれの
端が接続される１対の抵抗荷重と、ケーブルとスライド可能に結合され使用者が握ってフ
ィットネスエクササイズのために経路に沿って動かすように設計された握りの形の移動要
素とを備えるエクササイズマシンについて説明する。
【０００５】
　本発明と同じ出願人名義の特許文献２は、複数のエクササイズゾーンを有するエクササ
イズマシンであって、そのエクササイズゾーンの各々がエクササイズを実行する使用者に
よって占有されるように構成されたエクササイズマシンについて説明する。各エクササイ
ズゾーンには、抵抗荷重に接続されたケーブルがあり、使用者がフィットネスエクササイ
ズを実行できるようにする。上述のエクササイズマシンは非常に多目的であるが、どのよ
うなエクササイズも、マシンから最大限の効果を得るには使用者が正確にエクササイズを
行うことが肝要である。
【０００６】
　実際、エクササイズを不正確に行うと、エクササイズに関連する利点（例えば、筋力を
向上させ、筋緊張を発生させるなどの利点）が減少するだけでなく、筋肉を損傷させる危
険を伴い、長期的には脊柱の深刻な変性疾患を引き起こすおそれがある。
【０００７】
　ジムなどフィットネス施設は通常、トレーナーすなわちエクササイズセッションの際に
フィットネス設備の使用者の監督を担当する体育の専門家を雇用する。
【０００８】
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　利用者が適切にエクササイズを実行していないとトレーナーが考えた場合、トレーナー
は使用者にどのようにエクササイズを実行すべきかの指示及び説明を与える。
【０００９】
　しかし、フィットネス設備使用者の人数に比べてジムにいるトレーナーの人数は比較的
少ない。従って、各トレーナーは、様々なフィットネス設備使用者に順番に気を配らなけ
ればならず、１人の特定の使用者のエクササイズを監督するために払う注意は不可避的に
制限される。
【００１０】
　さらに、ジム内でなければ、フィットネス設備の使用者が全く監督を受けずにエクササ
イズを実行することが非常に多い。
【００１１】
　従って、フィットネス設備の使用者（ジム内でもジム外でも）は、長い間、正確にエク
ササイズを行って、トレーニングの効果を最大限に高めると共にエクササイズ実行時に取
る不正確な姿勢から生じるリスクを減少する必要を感じてきた。
【００１２】
　この点に関して、特許文献３は、使用者の筋肉に接続された筋電センサと、鉛直方向に
対する使用者の背中の角度を測定するために使用者の背中に固定されかつ事前設定された
閾値と生理学的パラメータの測定値とを比較するように構成されたセンサとを備える、荷
重持ち上げ運動を監視する装置について説明する。
【００１３】
　しかし、この監視装置は、フィットネスエクササイズの実行時に使用される場合、筋力
が事前決定されたレベルまたは強さを超えたときしか使用者に警告できない。
【００１４】
　Ｓｉｅｍｅｎｓ名義の特許文献４は、人体の一部に結合され、圧力、せん断力及び加速
度を測定するように設計された運動センサと、センサから得られた情報を記憶する第一記
憶装置と、事前決定された情報モデルを記憶する第二記憶装置と、２つの記憶装置の内容
を比較する比較器と、比較の結果を表示する装置とを備える、整形患者監視システムに関
する。
【００１５】
　しかし、比較器は、センサからの全ての情報が第一記憶装置の中にあるエクササイズ終
了時にのみ２つの記憶装置の内容を比較するよう構成される。
【００１６】
　それに加えて、上述の監視装置のもう１つの欠点は、使用者がセンサまたは監視装置を
着用したがらない点にある。
【００１７】
　特許文献５～８は、それぞれフリーボディエクササイズ、手足のリハビリ、ゴルフクラ
ブを持った運動及びフィットネスエクササイズ時の使用者の動作を監視する手順及び機械
を開示する。
【００１８】
　しかし、これらの特許は筋力トレーニング用のエクササイズマシンに関するものではな
い。
【００１９】
　上記の解決法は、筋力エクササイズマシンを使ってエクササイズを実行する使用者にと
って効果的なリアルタイムの補助を与えない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】欧州特許第１４０２９２５号明細書
【特許文献２】欧州特許第１５０６７９８号明細書
【特許文献３】欧州特許第０３３６０３０号明細書
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【特許文献４】欧州特許第０９５９９５６号明細書
【特許文献５】米国特許第７０１８２１１号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００９／１３１２２５（Ａ１）号明細書
【特許文献７】米国特許第６１４８２８０号明細書
【特許文献８】国際公開第２００９／０１３６７９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明の目的は、先行技術の上述の欠点を克服しかつ上述の要求に応える、筋力エクサ
サイズマシン（特に、機能的マシン）を用いるフィットネスエクササイズの実行補助装置
を提供することにある。
【００２２】
　より明確に言うと、本発明の目的は、使用者が正確にエクササイズを実行できるように
して、エクササイズに関連する有益な効果を最大限に高めると共にエクササイズ実行中に
取るおそれのある不正確な姿勢から生じる危険を減少させるフィットネスエクササイズの
実行補助装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　この目的は、添付した特許請求の範囲において特徴付けられているフィットネスエクサ
サイズの実行補助装置によって完全に達成される。
【００２４】
　より明確に言うと、本発明に係る装置は、使用者と対話して、使用者が抵抗荷重の力を
克服して事前設定された経路（以下、事前設定経路という）に沿って運動を行うことがで
きる（または肉体的歪みに対応するある一定の時間にわたり事前決定された姿勢を維持で
きる）ように構成されたフィットネス用具を備える。「フィットネス用具」と言う言葉は
「フィットネスマシン」を意味するために使用する。
【００２５】
　本発明に係るフィットネスエクササイズの実行を補助する装置は、（使用者と対話して
、使用者が抵抗荷重の力を克服して事前設定経路に沿って運動を行うことができるように
構成された）フィットネス用具を備え、フィットネス用具は、
　－フレームと、
　－フレームと可動的に結合されて抵抗荷重を形成する重りを積み重ねたもの（以下、重
りのスタックという）と、
　－ケーブルによって抵抗荷重に接続されると共に抵抗荷重を克服して事前設定経路に沿
って使用者によって移動可能である少なくとも１つの移動要素と、
　を備える。
【００２６】
　好ましくは、フィットネス用具では、ケーブルは複数の滑車の周りに設置され、移動要
素はケーブルと結合された握りを備え、フィットネス用具は、使用者が使用者の複数の筋
肉を鍛えるための複数のフィットネスエクササイズを行なうことを可能にする。従って、
フィットネス用具は「機能的マシン」を構成する。
【００２７】
　提案される装置は、使用者にエクササイズの正確性に関するフィードバックを与えるこ
とができ、有利である。
【００２８】
　実際には、感知手段は、使用者の運動を表す信号を得て、プロセッサがこの信号を基準
パターンと比較する。
【００２９】
　プロセッサは、フィードバック手段を介して使用者にフィードバックを送る。すなわち
、プロセッサは、使用者にエクササイズの正確性に関するリアルタイムのフィードバック
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を与える。
【００３０】
　使用者は、このように、エクササイズをどのように実行すべきかについての指示及び情
報の両方または一方を取得できる。さらに、この指示により、使用者は、その運動が正確
でない場合にこれを矯正できる。
【００３１】
　より明確にいうと、装置は、使用者の運動を表す信号を与えるように構成されかつエク
ササイズ実行時の使用者の画像を捕捉するビデオカメラを備える感知手段と、画像を表示
するように構成された画面を備えるエクササイズの実行時に使用者に信号を送信するフィ
ードバック手段と、感知手段及びフィードバック手段に接続されて、使用者の運動を表す
信号と正確に実行されたエクササイズに対応する使用者の運動の理想的パターンを表す事
前決定された基準パターン（以下、事前決定基準パターンという）との間の比較に基づい
てエクササイズの実行の正確性に関するリアルタイムのフィードバックを使用者に与える
プロセッサと、を組み合わせて備える。
【００３２】
　目的は、添付の特許請求の範囲において特徴付けられているフィットネスエクササイズ
の実行により、使用者を補助する方法によっても達成される。
【００３３】
　特に、この方法は、フィットネスエクササイズが上述のフィットネス用具を用いて実行
される場合に、フィットネスエクササイズを実行する使用者を補助する方法である。
【００３４】
　本発明によれば、方法は、使用者がフィットネスエクササイズを実行するときの使用者
の運動を表す信号を感知するステップと、使用者の運動を表す信号を、正確に実行された
フィットネスエクササイズに対応する使用者の運動の理想的パターンを表す事前決定基準
パターンとリアルタイムに比較するステップと、比較の結果に応じてエクササイズの実行
の正確性に関する信号をリアルタイムに使用者に送信するステップと、を含む。
【００３５】
　従って、提案される方法により、有利には、トレーナーが不在でも使用者がエクササイ
ズを正確に実行できる。
【００３６】
　本発明においては、エクササイズが実際にどのように実行されたかをどのように実行さ
れるべきであったかと比較するための基準と、この比較に応じて、実際のエクササイズの
実行と理想的なエクササイズの実行との差が設定された許容範囲限界よりも大きいかまた
は小さいかを判断するための許容範囲限界とを設定することに留意すべきである。
【００３７】
　この点を考慮して、本発明は、実際の運動と理想的運動との差が事前決定された許容範
囲限界（以下、事前決定許容範囲限界という）よりも大きくなるまでは、エクササイズが
理想的にはどのように実行されるべきであるかに応じた、人体の運動を表すもう１つの画
像（アバター（具現化）トレーナー（ａｖａｔａｒ　ｔｒａｉｎｅｒ））を同時に表示す
ることなく、使用者の人体及び運動を表す画像（ユーザーアバター（ｕｓｅｒ　ａｖａｔ
ａｒ））を使用者に表示することを想定する。
【００３８】
　本発明によれば、使用者の人体及び運動を表す画像は、エクササイズの実際の実行と理
想的実行との差が事前決定許容範囲限界よりも大きい場合に限り、（エクササイズの理想
的実行との差の観点から、）使用者の犯している誤りを画像上で指示するように、改変ま
たは修正されて表示される。
【００３９】
　従って、事前決定許容範囲限界は、使用者の誤りが許容範囲限度を超えた場合に限り、
誤りを示しかつ正確な運動を指示するフィードバックを使用者に与えるのに役立つ。
【００４０】
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　これは、使用者がエクササイズを実行しているとき不必要に使用者の注意をそらすのを
避けて、有益である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明に係るフィットネスエクササイズの実行補助装置の好ましい実施形態の概
略背面図である。
【図２Ａ】フィットネスエクササイズの実行補助装置の別の好ましい実施形態の概略背面
図である。
【図２Ｂ】フィットネスエクササイズの実行補助装置の上記の好ましい実施形態の概略側
面図である。
【図３】本発明に係るフィットネスマシンにおいて使用者にフィードバックを与える様式
の概略図である。
【図４】本発明に係るフィットネスマシンにおいて使用者にフィードバックを与える別の
様式の概略図である。
【図５】本発明に係るフィットネスマシンにおいて使用者にフィードバックを与えるさら
に別の様式の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　本発明の以上の及びその他の特徴は、添付図面を参照して本発明の好ましい非限定的実
施形態例の以下の説明を読むことによりさらに明らかになる。
【００４３】
　図１、２を参照すると、参照番号１は、本発明に係るフィットネスエクササイズの実行
補助装置（以後装置１とも呼ぶ）を示す。
【００４４】
　「使用者」という言葉は、本発明の装置を用いてエクササイズを実行する人を意味する
。
【００４５】
　さらに、「正確なエクササイズ」、「正確に実行されたエクササイズ」及び同様の表現
は、本明細書において、体育の分野の専門家またはトレーナーが最適とみなす運動の姿勢
及び順序の両方または一方に応じて実行されたフィットネスエクササイズを表すために使
用される。
【００４６】
　この点を考慮して、「運動」という言葉（装置によって与えられるフィードバックに関
して）は、エクササイズ実行時に使用者が取った姿勢を示すために使用される。
【００４７】
　概して、エクササイズ中（少なくとも全ての動的フィットネスエクササイズ中。ただし
、等尺運動を除く）、使用者の体のある部位は他の部位に対して相対的に動いている。
【００４８】
　そうはいっても、「運動」と言う言葉は、エクササイズの際に動かされるべき部分によ
ってのみではなく、さらに静止したままであるべき部分によって取られた姿勢を示すため
に使用される。
【００４９】
　本発明によれば、フィットネスエクササイズの実行補助装置１は、フィットネス用具２
を備える。
【００５０】
　本発明によれば、フィットネス用具２は、使用者３と対話して、使用者が抵抗荷重７を
克服して事前設定経路に沿った運動を行えるように構成される。
【００５１】
　より明確に言うと、フィットネス用具２は、
　－フレーム（図２Ａ及び２Ｂにおいて参照番号３１が付けられ、図１には示されないが
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、既知のタイプのもの）と、
　－フレームと可動的に結合されて、抵抗荷重７を形成する重りのスタックと、
　－ケーブル１９、３３によって抵抗荷重７に接続され、抵抗荷重７を克服して事前設定
経路に沿って使用者３によって移動可能な少なくとも１つの移動要素８と、
　を備える。
【００５２】
　このように、図１のフィットネス用具２は、抵抗荷重７と抵抗荷重７に接続された移動
要素８とを備える。
【００５３】
　非限定的な例として、以下の説明は、図１に例示されるフィットネスエクササイズの実
行補助装置１の好ましい実施形態に関する。
【００５４】
　移動要素８は、抵抗荷重７に接続されたケーブル１９に結合された握り１８である。
【００５５】
　好ましくは、移動要素８は、抵抗荷重７に接続されたケーブル１９と摺動可能に結合さ
れた握り１８またはストラップである。
【００５６】
　フィットネスエクササイズを実行する際、使用者３は、使用者３の運動に反応して抵抗
荷重７によって与えられた力を克服して、事前設定経路に沿って握り１８を移動させる。
【００５７】
　図１のフィットネス用具２は、使用者３の人体２０の複数の筋肉（例えば、肩、胸など
）を鍛える複数のフィットネスエクササイズを実行できるようにする。従って、フィット
ネス用具２は（図１に示される実施形態において）機能的マシンを構成する。
【００５８】
　より明確にいうと、フィットネス用具２のケーブル１９は複数の滑車の周りに設置され
、移動要素８はケーブルに結合された握りを備える。
【００５９】
　フィットネスエクササイズの実行補助装置１は、エクササイズの実行時に使用者３を撮
影するように構成されたビデオカメラ９を備える。
【００６０】
　ビデオカメラ９は、エクササイズ実行時に使用者３及び移動要素８の両方または一方が
移動する空間体積の一部好ましくはその全体を撮影するように構成される。
【００６１】
　本発明によれば、ビデオカメラ９は、使用者３の運動を表す信号を与えるように構成さ
れた感知手段４を構成する。
【００６２】
　また、装置１は、画像を表示するように構成された画面１０を備える。
【００６３】
　非限定的例として、画面１０はＬＣＤ画面である。
【００６４】
　フィットネス用具２に対して、画面１０は、使用者３がエクササイズ実行時に画面に表
示される画像を観察できるように配置される。
【００６５】
　本発明によれば、画面１０はエクササイズ実行時に使用者３へ信号を送信するフィード
バック手段５を構成する。
【００６６】
　本発明によれば、装置１は、さらに、感知手段４及びフィードバック手段５、すなわち
図１の非限定的例に関して言えばビデオカメラ９及び画面１０に接続されたプロセッサ６
を備える。
【００６７】
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　また、本発明によれば、プロセッサ６は、使用者３の運動を表す信号を、正確に実行さ
れたフィットネスエクササイズに対応する使用者の運動の理想的パターンを表す事前決定
基準パターンとリアルタイムに比較するように構成される。
【００６８】
　好ましくは、事前決定基準パターンはプロセッサ６に記憶されている。
【００６９】
　次に、図１の装置の作動様式の好ましい非限定的例について説明する。
【００７０】
　図１の装置１の他の変形例についても以下において説明する。
【００７１】
　事前設定経路に沿って握り１８を移動させることによって使用者３がフィットネスエク
ササイズを実行するときに、ビデオカメラ９は使用者３の画像を捕捉する。
【００７２】
　好ましくは、プロセッサ６はビデオカメラ９によって捕捉された画像を受信し、ビデオ
カメラ９によって捕捉された画像を画面が表示するように画面１０を作動させる。
【００７３】
　従って、画面１０は、一種の「鏡」を構成し、使用者はエクササイズ実行時に画面上で
自身の運動を観察できる。
【００７４】
　使用者３の人体２０の画像は、画面１０上において使用者を表すグラフィック要素１２
を形成する。
【００７５】
　グラフィック要素１２は、使用者３の実際の姿勢に応じて画面１０上に配置される。実
際、表示される画像における使用者３の人体２０の姿勢は、エクササイズ実行時に使用者
３が実際に取る姿勢に相関する。
【００７６】
　プロセッサ６は、もう１つのグラフィック要素１１も画面１０上に表示するように構成
されることが好ましい。もう１つのグラフィック要素は、事前決定基準パターンに応じた
姿勢をとる。
【００７７】
　好ましくは、もう１つのグラフィック要素１１は、グラフィック要素１２と並んでまた
はこれに重なるように配置される。
【００７８】
　もう１つのグラフィック要素１１は、一種の「アバタートレーナー」すなわち画面１０
上に表示された画像においてトレーナーを表す要素である。
【００７９】
　もう１つのグラフィック要素１１すなわち「アバタートレーナー」は、人の外観を持つ
ことが好ましい。
【００８０】
　もう１つのグラフィック要素１１は、画面１０上で動的に動き、正確な運動を行う。す
なわち、事前決定基準パターンに則して動く。
【００８１】
　言い換えると、エクササイズ実行時に、使用者３は画面１０を見て、自分を表すグラフ
ィック要素１２すなわち自身の人体２０の画像の動きと、トレーナーを表すもう１つのグ
ラフィック要素すなわち「アバタートレーナー」の動きの両方を観察して、エクササイズ
中の自身の運動が正確な運動であるか否かを確認する。
【００８２】
　有利には、単に、画面１０上に表示された画像を観察するだけで、使用者３がエクササ
イズ中に誤りを犯した場合これを迅速かつ容易に矯正できるようにし、実行されるエクサ
サイズの正確性に関するリアルタイムのフィードバックを使用者３に与える。
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【００８３】
　さらに、装置１は、フィットネスエクササイズを正確に実行するために必須のその他の
有用な情報も与えることができる。
【００８４】
　例えば、多くのエクササイズにおいて、使用者３は、特定の筋肉を収縮させておくため
に、通常は数秒間である事前決定された長さの時間の間、事前決定された姿勢を保たなけ
ればならない。
【００８５】
　さらに、使用者が複数のエクササイズを連続して実行する場合、通常は、１つのエクサ
サイズと次のエクササイズとの間には、休止すなわち筋肉が収縮されない回復時間がある
。
【００８６】
　本発明のこの形態によれば、フィードバック手段５を作動させて、事前決定された姿勢
の正確な保持時間と１つのエクササイズと別のエクササイズとの間の正確な回復時間との
両方または一方に関する指示を与えるように、プロセッサ６を構成することもできる。
【００８７】
　「正確な保持時間」及び「正確な回復時間」と言う表現は、体育の専門家がそれぞれ特
定の姿勢でいるのに適するまたは筋肉の回復に適すると考えるであろう時間間隔を意味す
る。
【００８８】
　上述の図１の装置１の第一変形例において、プロセッサ６は、もう１つのグラフィック
要素１１すなわち「アバタートレーナー」が、事前決定基準パターン並びに使用者３の運
動を表す信号に応じた姿勢を取るように構成される。
【００８９】
　この変形例によれば、もう１つのグラフィック要素１１すなわち「アバタートレーナー
」はグラフィック要素１２の姿勢に対しても相対的に画面１０上で動く。
【００９０】
　有利には、これにより、使用者３は、エクササイズを実行する速度に関係なくエクササ
イズの正確性に関する効果的なフィードバックを得ることができる。実際には、使用者３
がエクササイズをゆっくりと行っても、画面１０上のもう１つのグラフィック要素１１の
運動はグラフィック要素１２の運動に協調する。すなわち、もう１つのグラフィック要素
１１は、グラフィック要素１２と実質的に同じ速度で画面１０上において動きかつ正確に
エクササイズを行う。
【００９１】
　図１の装置１の第二の変形例によれば、プロセッサ６は、ビデオカメラ９によって捕捉
された画像から移動要素８の位置及び使用者３の人体２０の姿勢の両方または一方を推定
するように、すなわち、ビデオカメラ９によって捕捉された画像から移動要素８の位置及
び使用者３の人体２０の姿勢の両方または一方を表す信号を引き出すように構成される。
【００９２】
　好ましくは、プロセッサ６は、画像分析及び認識ソフトウェアを備える。
【００９３】
　非限定的な例として、プロセッサ６を、使用者３の運動を表す信号を形成する移動要素
８の重心及び使用者の人体２０の輪郭の両方または一方を認識するように構成できる。
【００９４】
　この変形例によれば、プロセッサ６は、画面１０を駆動して、使用者３及び移動要素８
の両方または一方の運動を表しかつ好ましくはその外観を有するグラフィック要素１２す
なわち一種の「ユーザーアバター」を再生するように構成される。
【００９５】
　図１の装置１の好ましい作動様式に関連して上述したものと同様に、グラフィック要素
１２は、使用者３の運動に対して相対的に画面１０上で移動する。すなわち、使用者が、
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エクササイズを実行するために動くとき、グラフィック要素１２はこれに対応する運動を
画面１０上で行う。
【００９６】
　この変形例によれば、プロセッサ６は、図１の装置１の好ましい作動様式または第一変
形例の作動様式に関連して上述したのと同じ技術的特徴を有する、トレーナーを表すもう
１つのグラフィック要素１１すなわち「アバタートレーナー」を画面１０上に表示するよ
うに構成される。
【００９７】
　好ましくは、フィットネス用具２は、フレームと、フレームに可動的に結合されて抵抗
荷重７を形成する重りのスタックと、ケーブル１９、３３によって抵抗荷重７に接続され
ると共に抵抗荷重７を克服して事前設定経路に沿って使用者３により移動可能な少なくと
も１つの移動要素８とを備える。本発明によれば、フィットネス用具２はフィットネスマ
シンであることに留意すべきである。
【００９８】
　好ましくは、フィットネスマシン２は、機能的トレーニングマシン（移動要素８を有す
るタイプのもの、またはその移動要素８の握りが固定されまたは摺動可能にケーブルに挿
入されるタイプのものもしくはケーブル自体の一端に接続されるタイプのもの）である。
【００９９】
　感知手段４は、三次元運動センサ（例えばビデオカメラまたは赤外線放射源など）を備
え、空間における使用者の姿勢に関する信号（感知信号）を感知することが好ましい。
【０１００】
　本発明に係る装置はまた、実行されるエクササイズに関するデータを保存するデータベ
ースを持つ記憶装置を備えることが好ましい。
【０１０１】
　この点を考慮して、使用者がエクササイズを正確に実行した場合に対応する基準信号が
、エクササイズの各々に関して記憶される。
【０１０２】
　正確な運動は、事前決定された時間間隔を間に挟んだ一連の正確な姿勢として定義され
る。
【０１０３】
　記憶装置には、基準姿勢に加えて、各エクササイズに関して、運動の正確な速度及び大
きさのデータ（基準速度及び大きさ）も記憶される。
【０１０４】
　エクササイズの正確な実行は、運動の順序（例えば、腕及び脚の正確な運動）並びに使
用者の運動の速度及び大きさといった、エクササイズの態様に関するものであることに留
意すべきである。
【０１０５】
　また、本発明に係るフィットネスマシンは、プロセッサ６（すなわち中央装置）を備え
る。プロセッサは、感知手段４が感知した信号を受け取り、これを処理し、これを基準信
号と比較して、事前決定された許容パラメータの範囲内で運動の順序、速度もしくは大き
さ、またはこれらの組み合わせに差があればこれらを識別する。
【０１０６】
　感知信号に基づいて、中央装置６は、使用者の画像を（感知した姿勢から）形成し、記
憶装置に記憶された基準信号とのそれまでの比較に基づいて運動の正確性に関するフィー
ドバック信号を生成する。
【０１０７】
　中央装置６は、感知した姿勢を基準姿勢と比較し、事前決定された姿勢及び速度の許容
範囲を考慮に入れる。
【０１０８】
　より明確に言うと、中央装置（すなわち、プロセッサ６）は、使用者のデータ（例えば
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、入力または感知された年齢、肥満指数及びその他の使用者のパラメータ）に応じて、ま
たは（使用者が、中央装置６が許容範囲を導き出す事前決定された運動を実行する場合に
は、較正手順に応じて）事前決定された運動に基づいて、自動的に許容範囲を計算する。
【０１０９】
　例えば、許容範囲は、基準信号に応じて定義される使用者の人体の様々な部位（脚、腕
など）（すなわち、理想的な運動の実行を表す基準エクササイズに基づいて一連の時点で
計算された使用者の人体の部分の姿勢）を感知信号に応じて定義された対応する部分より
も（事前設定された因子だけ）長いものとしてプロセッサがみなすように、プロセッサ６
をプログラムすることによって得ることができ、その結果、エクササイズが正確に実行さ
れたとフィードバック信号が定義するために（または、少なくとも、使用者を表すグラフ
ィックス表示においてリアルタイムに誤りが指摘されることを避けるために）、必ずしも
感知された姿勢が正確に基準姿勢に重なる必要がない。
【０１１０】
　明らかに、事前決定された許容値はエクササイズの困難さと相関関係を持つ。
【０１１１】
　表示手段１０を参照すると、好ましくは、フィットネスマシンの表示手段は、中央装置
６によって処理された画像を表示する画面を備える。
【０１１２】
　中央装置６によって処理されたこれらの画像は、中央装置６によって生成され下に説明
する方法に応じて表示されるフィードバック信号に対応する。
【０１１３】
　このように、画面上での画像の表示は、エクササイズが正確に実行されているか否かを
使用者に示すフィードバックとなる。特に、このフィードバックがリアルタイムに与えら
れることに留意すべきである。
【０１１４】
　以下に、本発明に係る装置により（択一的にまたは相互に組み合わせて）実施できる様
々なフィードバック方法について説明する。
【０１１５】
　図３に示す「単独表示方法」と呼ばれる第一の方法において、使用者には、画面１０上
に、使用者の一連の姿勢によって生成された自身の人体の単一表示が見える。
【０１１６】
　この表示は、エクササイズを実行する実際の使用者の運動を追動するように、感知手段
（例えば、ビデオカメラ）からの信号及び記憶装置内のデータに基づいて中央装置（すな
わち、プロセッサ６）によって生成される。
【０１１７】
　この場合、使用者がエクササイズを正確に実行しないと、間違った運動を行った人体部
位に対応する部分において画像の色が変わる（例えば、赤になる）。そうでなければ、（
実際に行われたエクササイズと実行されるべき理想的エクササイズとの差が許容範囲限界
よりも下に留まる場合）、使用者の画像のどの部分も色が変わらない（または他の変化を
受けない）。
【０１１８】
　例えば、エクササイズ中に使用者が左腕の代わりに右腕を動かすと、右腕が赤くなる。
【０１１９】
　または、使用者の左腕の運動の速度及び大きさの両方または一方が基準と比べて大きす
ぎると、左腕が赤くなる。このようにして、使用者はエクササイズの実行の際に指導を受
ける。すなわち、この表示方法を通じて、エクササイズの正確性に関する指示を与えられ
る。
【０１２０】
　さらに、運動の速度及び大きさに関して、エクササイズのさらに正確な基準を与えるた
めに、使用者の画像の脇に２つの側面バー１５ａ及び１５ｂが表示される。一方のバー１
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５ｂは右側に関するものであり、他方１５ａは左側に関するものである。バーはエクササ
イズが実行されるのに伴い徐々に充満する。
【０１２１】
　バーが充満する速度は、運動の正確な速度を定めるのに対して、充満部分の範囲は運動
の正確な大きさを表す。腕の端は弓形の軌跡に沿って動くので、好ましくは、バー１５ａ
及び１５ｂは曲線形である。
【０１２２】
　バー１５ａ及び１５ｂの各々の側には、使用者の感知された運動に応じて充満する別の
バー１５ｃ、１５ｄを配置できる。
【０１２３】
　このようにして、使用者が速度及び大きさに関して自分の運動の正確性を的確に比較で
きるように、両側に２つずつバー（左側に１５ａ及び１５ｃ、右側に１５ｂ及び１５ｄ）
がある。
【０１２４】
　図３は、使用者が正確な運動に比べて腕を早く動かしすぎた場合に与えられるフィード
バックを（好ましくは画面１０上に）表す。図示されるように、腕は人体の残り部分とは
異なる色で表示される。
【０１２５】
　別の変形の表示方法において、画像で腕の色が変わることによって与えられるフィード
バックは、腕の運動の（例えば左腕の代わりに右腕が上げられる）順序に関する。
【０１２６】
　このような場合、プロセッサ６は、使用者が実行したエクササイズのリズムを表すパラ
メータを使用する。
【０１２７】
　この変形例によれば、使用者の運動が速度及び大きさの両方または一方の点で不正確な
場合、画面１０上に表示される画像に変化はなく（すなわち、色が変わることによるフィ
ードバックは与えられない）、代わりに、プロセッサ６は、使用者の運動の速度及び大き
さにおける正確なパラメータからの差を考慮に入れて、エクササイズの終了時にスコアを
計算してこれを表示する。
【０１２８】
　下記記載において、図４に示す第二のフィードバック方法について説明する。これは、
上記の方法の代わるものまたはこれに付加されるものである。
【０１２９】
　この場合、中央装置６は、感知手段４の信号を処理して、使用者の表示すなわち「感知
された」画像を生成し、表示手段１０は、記憶装置に記憶された基準姿勢を用いて、２つ
の重なった画像すなわち感知された画像と基準画像とを表示する。
【０１３０】
　図４に示すように、画面１０上に同時に２つの画像が表示される。一方は、参照番号１
２が付けられた感知された画像であり、他方は、参照番号１１が付けられた基準画像（記
憶装置に記憶されたデータに基づいてプロセッサ６が導き出したもの）である。
【０１３１】
　従って、使用者の運動が順序、速度及び大きさの点で正確であれば、画像は１つだけ表
示される（２つの画像すなわち基準画像と感知された画像が「完全に」重なることを意味
する）。これに対して、使用者の運動が不正確であれば（この場合にも事前決定許容範囲
限界に応じて）、不正確な運動が行われた人体の部位において画像が分割される（例えば
、使用者が基準速度より速く右腕を上げた場合、画面１０は、２つの右腕を表示し、２つ
の右腕の一方は基準画像に属し、他方は感知された画像に属し、感知された画像の腕は基
準画像の腕に正確に重ならない。
【０１３２】
　この場合にも、上述の場合と同様に、運動の速度及び大きさの基準を示すために側面バ
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ー１５ａ、１５ｂ、１５ｃ、１５ｄがある。
【０１３３】
　図４は、腕の上げ方が速すぎた場合に使用者に与えられるフィードバック（すなわち使
用者が画面上に見る画像）を示す。
【０１３４】
　下記記載において、図５に示される使用者にフィードバックを与えるためのさらに別の
方法を説明する。
【０１３５】
　このフィードバック方法によれば、使用者の表示（画面１０上の画像）は略図的であり
、使用者の腕及び脚は線分で表される。
【０１３６】
　この場合にも、運動の速度及び大きさの基準を示すために側面バー１５ａ、１５ｂ、１
５ｃ、１５ｄがある（上の方法１を参照されたい）。
【０１３７】
　図５は、腕の上げ方が速すぎた場合に使用者に与えられるフィードバック（すなわち画
面上に表示される画像）を示す。
【０１３８】
　いずれの場合にも、エクササイズ実行時の誤りを表示する（リアルタイムフィードバッ
クを構成する）方法に関係なく、プロセッサ６は、エクササイズが理想的にはどのように
行われるべきであったかと比較してエクササイズが実際にはどのように行われたかに関す
る情報及びデータをエクササイズの終了時に計算して、それによりエクササイズを評価す
るための比較パターンを構成して、使用者に表示するように構成される。
【０１３９】
　感知手段４は、エクササイズを実行する使用者の姿勢を表す信号を感知するように構成
される。好ましくは、信号は、（使用者がエクササイズを実行する間の）連続的な一連の
時点における使用者の姿勢を表す。
【０１４０】
　例えば、感知手段は、エクササイズ実行時に使用者３を撮影するように構成されたビデ
オカメラ９を備える。代わりに（またはこれに加えて）、感知手段４は、エクササイズ中
の使用者の姿勢及び運動を感知するように構成された三次元運動センサを備える。
【０１４１】
　好ましくは、フィードバック手段５は、プロセッサ６によって生成された駆動信号に応
じて画像を表示する画面１０を備える。
【０１４２】
　プロセッサ６は、一連の時点において、エクササイズパターンを表す少なくとも１つの
事前決定された評価パラメータ（以下、事前決定評価パラメータという）によって採用さ
れた値に基づき、感知信号と事前決定基準パターンとを比較するようにプログラムされる
。
【０１４３】
　より明確に言うと、感知信号に関する評価パラメータの値と基準パターンに関する評価
パラメータの対応する値との差を計算するために比較を行う。この差は、事前決定許容範
囲限界を定義する基準の（事前決定され装置の記憶装置に記憶されている）量と相関する
。
【０１４４】
　プロセッサ６は、択一的に、
　－（感知信号に関する評価パラメータと基準パターンに関する評価パラメータの対応す
る値との間の）差が事前決定許容範囲限界よりも小さいまたはこれに等しい場合（または
そうである限り）、基準パターンに基づくグラフィック要素なしに、使用者の現実の姿勢
に対応する使用者のグラフィック表示（アバター１２）、及び
　－差が事前決定許容範囲限界よりも大きい場合、差が生じた人体の部位を指摘するため
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に、基準パターンに基づくグラフィック要素によって修正された使用者のグラフィック表
示、
　を含むように、駆動信号を生成するようにプログラムされる。
【０１４５】
　従って、使用者のグラフィック表示及び使用者の修正されたグラフィック表示は同時に
表示されない。
【０１４６】
　実際には、エクササイズが正確に（または設定された許容範囲により許容できる範囲で
）実行されるときに、使用者の未修正のグラフィック表示（すなわち、ユーザーアバター
のみの表示、または２人のアバターがいる場合、１人はユーザーアバターであり、他方は
アバタートレーナーであって、アバタートレーナーも基準パターンではなく感知信号に応
じて動くので、２人は強制的に重ねられる）が表示される。エクササイズが不正確に（ま
たは設定された許容範囲により許容できない範囲で）実行されるときに、使用者の修正さ
れたグラフィック表示が表示され、使用者は、（基準パターンに応じてユーザーアバター
を図式的に改変することによって、または基準パターンに応じて動くアバタートレーナー
またはアバタートレーナーの一部を重ね合わせることによって）誤りを明白に見ることが
できる。
【０１４７】
　好ましくは、プロセッサ６は、使用者が取った姿勢を表す第一の評価パラメータから始
めて、一連の時点に採用された値に基づいて（感知信号と事前決定基準パターンとの間の
）比較を行う。
【０１４８】
　好ましくは、プロセッサ６は、使用者のエクササイズの実行の速度を表す第二の評価パ
ラメータから始めて、一連の時点に採用された値に同様に基づいて（感知信号と事前決定
基準パターンとの間の）比較を行う。
【０１４９】
　２つのパラメータの評価が、独立するように（使用者の修正グラフィック表示を起動す
るには２つのパラメータの一方が許容範囲限界を超えれば十分である）、または組み合わ
されるように（使用者の修正グラフィック表示を起動するには、事前決定基準に応じて両
方のパラメータがそれぞれの許容範囲限界を超えなければならない）、許容範囲限界を設
定できる。
【０１５０】
　好ましくは、使用者の修正グラフィック表示は、差が生じた人体の部位（すなわち、運
動の感知された姿勢または速度と理想的パターンとの差が、事前決定許容範囲限界を超え
る人体の部位）に（ユーザーアバター１２に）彩色することまたはハイライトすることを
含む。
【０１５１】
　代わりにまたはこれに加えて、使用者の修正グラフィック表示は、使用者の表示に加え
て、少なくとも差が生じた使用者の人体の部位における、基準パターンに応じた使用者の
理想的姿勢を表すグラフィック要素を含む。
【０１５２】
　好ましくは、プロセッサは、以下のように駆動信号を生成するように構成される。
【０１５３】
　好ましくは、駆動信号はそれぞれ、使用者の右手及び左手の順方向運動の状態及び順方
向運動の速度を視覚的に示すように構成された右手充満バー１５ｃ及び左手充満バー１５
ｄを含む（すなわち、これをグラフィック表示するための情報を含む）。
【０１５４】
　右手充満バー１５ｃ及び左手充満バー１５ｄに加えて、駆動信号はさらに、基準パター
ンに応じて、それぞれ使用者の右手及び左手の順方向運動の理想的状態及び順方向運動の
理想的速度を視覚的に示すように構成された右手基準充満バー１５ａ及び左手基準充満バ
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ー１５ｂを含む（すなわち、これをグラフィック表示するための情報を含む）ことが好ま
しい。
【０１５５】
　さらに、感知手段４は、移動要素８の位置を表す信号を提供するように構成される。
【０１５６】
　この点を考慮して、使用者３の運動の理想的パターンは、正確に実行されたフィットネ
スエクササイズに対応する移動要素の理想的経路を含む。
【０１５７】
　本発明の１つの実施形態において、感知手段４は、エクササイズを実行する際に使用者
３を撮影するように構成されたビデオカメラ９を備え、グラフィック要素１２はビデオカ
メラ９によって撮影された使用者の表示を含む。また、プロセッサ６は、事前決定基準パ
ターンに応じてエクササイズの実行の正確性に関するリアルタイムのフィードバックを構
成するもう１つのグラフィック要素１１を画面１０に表示するようにプログラムされる。
【０１５８】
　この点を考慮して、プロセッサ６は、さらに使用者３の運動を表す信号に応じてもう１
つのグラフィック要素１１を画面に表示するようにプログラムされる。
【０１５９】
　本発明の別の実施形態において、感知手段４は、光線Ｆを発生して光線Ｆの遮断を示す
信号を提供するように構成された少なくとも１つの光学障壁１３を備え、プロセッサ６は
、遮断信号に応じてフィードバック手段５を起動するようにプログラムされる。
【０１６０】
　また、装置１は、フィードバック手段５をオフまたはオンに切り替えるために使用者が
操作できる少なくとも１つの制御装置１６を備える。
【０１６１】
　上述の説明は、フィットネスエクササイズを実行する際使用者を補助する下記の方法を
定義する。この方法は、
　－使用者３がフィットネスエクササイズを実行するときに使用者３の運動を表す信号を
感知するステップと、
　－使用者の運動を表す信号を、正確に実行されたフィットネスエクササイズに対応する
使用者３の運動の理想的パターンを表す事前決定基準パターンとリアルタイムに比較する
ステップと、
　－比較の結果に応じてエクササイズの実行の正確性に関する信号をリアルタイムに使用
者３に送信するステップと、
　を含む。
【０１６２】
　好ましくは、使用者３の運動を表す信号を感知するステップは、使用者３の姿勢とエク
ササイズを実行するために使用者３が使用するフィットネス用具２の移動要素８の位置と
の両方または一方を表す信号を捕捉するステップを含み、使用者３の運動の理想的パター
ンは、正確に実行されたエクササイズに対応する使用者３の人体及び移動要素８の両方ま
たは一方の理想的経路を含む。
【０１６３】
　好ましくは、感知のステップは、使用者３の一連の画像を捕捉するステップを含む。
【０１６４】
　有利には、ここに提案する方法は、使用者がその一連の運動を矯正するために使用でき
るリアルタイムのフィードバックを与えるなど、フィットネスエクササイズの実行におい
て使用者を補助できる。これによって使用者は正確にエクササイズを行うことができる。
【０１６５】
　好ましくは、（使用者３の運動を表す信号を）感知するステップは、使用者３の人体２
０の姿勢及び運動を表す信号を捕捉するステップを含む。
【０１６６】
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　この点を考慮して、使用者３の運動の理想的パターンは、使用者３の人体２０の理想的
経路（または姿勢の時間的遷移）を含む。
【０１６７】
　代わりにまたはこれに加えて、エクササイズを実行するために使用者３が使用するフィ
ットネス用具（すなわち、フィットネスマシン２）の移動要素８の位置及び動きを表す信
号を捕捉するステップを含む。
【０１６８】
　この点を考慮して、使用者３の運動の理想的パターンは、正確に実行されたエクササイ
ズに対応する移動要素８の理想的経路（または位置の時間的連続）を含む。
【０１６９】
　使用者３の運動を表す信号を感知するステップは、使用者がエクササイズを実行する間
の連続的な一連の時点における使用者の姿勢を表す信号を捕捉するステップを含む。
【０１７０】
　感知のステップは、例えば、一連の使用者の画像を捕捉することによって、または三次
元運動センサ（その作用は本質的に既知である）によって感知されたデータによって実行
される。
【０１７１】
　好ましくは、感知信号と事前決定基準パターンとの間の比較は、エクササイズパターン
を表す少なくとも１つの事前決定評価パラメータによって一連の時点において採用された
値に基づく。
【０１７２】
　好ましくは、信号を送信するステップは、画像が、択一的に、
　－感知信号に関する評価パラメータの値と基準パターンに関する評価パラメータの対応
する値との間の差が事前決定許容範囲限界よりも小さいまたはこれに等しい場合（または
、その限りにおいて）基準パターンに基づくグラフィック要素なしに、使用者の理想的姿
勢に対応する使用者のグラフィック表示、及び
　－この差が事前決設定許容範囲限界よりも大きい場合、差が生じた人体の部位を示すた
めに基準パターンに基づくグラフィック要素によって修正された使用者のグラフィック表
示、
　を含むように、この比較に応じて画像を表示するステップを含む。
【０１７３】
　好ましくは、感知信号と事前決定基準パターンとの間の比較は、感知信号に関して一連
の時点において評価パラメータが採用した値と、事前決定基準パターンに関して一連の時
点において評価パラメータが採用した対応する値とを比較することによって、使用者が取
った姿勢を表す第一評価パラメータ及び使用者の運動の速度を表す第二評価パラメータに
応じて行われる。
【０１７４】
　２つの評価パラメータを組合せたまたは並列したこれらの使用に関しては、装置の上記
の説明が参照される。
【０１７５】
　好ましくは、方法は、前述の比較に応じて感知信号及び基準パターンを処理して、使用
者の修正表示を表示するステップを含む。修正表示は、（択一的にまたは組合せで）
　－事前決定許容範囲限界を超える差が生じた人体の部位の彩色またはハイライト、及び
、
　－少なくとも差が生じた使用者の人体の部位において、使用者のグラフィック表示に加
えて（例えば、これに部分的に重ねて）基準パターンに応じた使用者の理想的姿勢を表す
グラフィック要素、
　を含む。
【０１７６】
　好ましくは、方法は、（修正されたものか未修正のものかに係わりなく）使用者のグラ
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フィック表示に加えて、それぞれ使用者の右手及び左手の順方向運動の状態及び順方向運
動の速度を視覚的に示すように構成された右手充満バー１５ｃ及び左手充満バー１５ｄを
表示するステップを含む。
【０１７７】
　右手及び左手充満バー１５ｃ及び１５ｄに加えて（また、場合により択一的に）、方法
は、基準パターンに応じてそれぞれ使用者の右手及び左手の順方向運動の理想的状態及び
順方向運動の理想的速度を視覚的に示すように構成された、右手基準充満バー１５ａ及び
左手基準充満バー１５ｂを表示するステップを含む。
【０１７８】
　好ましくは、（好ましくは弓形の）充満バーは、（表示される画像において）使用者の
表示１２の両側に配置される。バーは、実行された運動の正確性に関するリアルタイムフ
ィードバックを使用者に与えて、使用者がエクササイズを行いながらエクササイズをどの
ように実行すべきかを知る機会を与えるのに役立つ。
【０１７９】
　充満バーを、例えば時間的連続において色を変化させる複数のグラフィック要素など同
じ機能を果たす他の任意のグラフィック要素に代えられることが分かるはずである。
【０１８０】
　バーが、ユーザーアバターの両側に配置されることは、使用者の気をそらさないように
でき、有利である。
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